下田市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進協議会委員募集要項

１．趣旨　下田市まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定及び施策の効果検証を行う。 

２．公募人数　２名以内

３．任期　委嘱の日より５年間。令和８年度は年２回開催予定。
４．報酬等　協議会に出席した際は、市条例の規定により報酬及び費用弁償を支給する。 

　　　　　　　（報酬額…6,000円／日、4,000円／半日　その他公務出張時の費用弁償） 

５．応募資格　下田市に在住の満20歳以上（令和８年７月１日現在）の人で、昼間の会議に参加ができ、特に子育てや就労に対して熟知しており、下田市まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定及び施策の効果検証の事務を行える人。


※男女共同参画の推進のもと、女性の意見も重要です。女性委員の積極的な応募をお待ちしています。

６．提出書類　応募に際して、次の書類を提出する。なお、提出書類は選考のためにのみ使用し、本人への返却はしない。

　　　　　　　●経歴書…定められた様式に必要事項をすべて記入する。 

７．書類配布　提出書類は、次の場所で配布する。

　　　　　　　（１）下田市役所 企画課

　　　　　　　　　（電話等により書類の請求がある場合は郵送する。）

　　　　　　　（２）市のホームページ（ダウンロードによる） 

８．応募方法　提出書類は下田市役所企画課宛に次の方法で提出する。なお、応募に要する諸費用は本人負担とする。

　　　　　　　（１）郵  送（送付先：〒415-8501 下田市河内１０１－１）

　　　　　　　（２）ＦＡＸ（ＦＡＸ番号：0558-27-1007）

　　　　　　　（３）持  参（持参場所：下田市役所 南館２階 企画課企画調整係） 

　　　　　　　（４）Ｅ－mail（アドレス：kikaku@city.shimoda.lg.jp） 

９．募集期間　令和８年６月29日（月）から令和８年７月17日（金）まで ＊必着

10．選考等　経歴書を選考材料として、決定する。

　　　　　　　なお、応募状況や提出書類の内容によって、応募者に事前通知した上で面

　　　　　　　接等を実施する場合がある。 

11．選考結果　応募者全員に通知する。

